
 

魚沼市定住促進事業補助金交付要綱 

 

平成28年3月15日 

告示第28号 

(趣旨) 

第1条 市は、定住促進及び空き家の適正管理を図るため、市内に新規住宅を建築し、居住

する者並びに空き家バンク制度(魚沼市空き家バンク制度実施要綱(平成27年魚沼市告示

第121号)第2条第2項に規定する空き家バンク制度をいう。以下｢空き家バンク｣という。)

に登録された住宅に居住する者及びその住宅を利用する市内事業者に対し、予算の範囲

内において魚沼市定住促進事業補助金(以下｢補助金｣という。)を交付するものとし、そ

の交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下｢規則｣

という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

(用語の定義) 

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

 (1) 住民登録 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本

台帳に記録されていることをいう。 

(2) Uターン者 本市の出身者で、市外へ転出した後、再び本市に住民登録したもの 

(3) Jターン者 本市以外の出身者で、出身地以外に居住した後、本市に住民登録した

もの 

(4) Iターン者 本市以外の出身者で、本市に住民登録したもの 

(5) 市内事業者 本市に本店、支店、営業所等を有する法人その他の団体をいう。 

(6) 新築住宅 新たに建築された住宅で、その建築後使用されていないものをいう。 

(7) 市内施行業者 本市に本社若しくは本店を有する法人又は個人事業主をいう。 

(補助対象事業等) 

第3条 補助金の交付対象となる者、対象経費、補助金の額等は、別表に掲げるとおりとし、

補助対象者は、本市の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域の住民との協調

及び連帯を図るものとする。 

2 前項の規定にかかわらず、魚沼市地域おこし協力隊設置要綱(平成25年魚沼市告示第128

号)で規定する地域おこし協力隊員であった者は、補助対象者とみなす。 

(交付対象期間) 

第4条 前条に規定する家賃に対する補助金の交付対象期間は、補助金の交付を決定した月

から起算して36月以内とする。 

(交付申請) 

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下｢申請者｣という。)は、定住促進事業補助金

交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、

家賃に対する補助金を次年度以降も継続して申請する場合は、書類の添付を一部省略す

ることができる。 



(1) 賃貸借契約書の写し(賃貸借の場合に限る。) 

(2) 売買契約書の写し(購入の場合に限る。) 

(3) 請負契約書の写し(新築の場合に限る。) 

(4) 請求書の写し及び支払を証明できる書類(購入又は新築の場合に限る。) 

(5) 世帯員の住民票の写し又は市内事業者の登記簿謄本等 

(6) 世帯員又は市内事業者の市税等の納付状況が証明できる書類 

(7) 誓約書(様式第2号) 

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

(交付決定) 

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた

場合にあっては、定住促進事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知

する。 

(申請内容の変更) 

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下｢交付決定者｣という。)は、申

請書の内容に変更が生じた場合は、定住促進事業補助金変更交付申請書(様式第4号)に関

係書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

2 市長は、前項の申請書の内容を審査し、適当と認めるときは、定住促進事業補助金変更

交付決定通知書(様式第5号)により、交付決定者に通知するものとする。 

(実績報告) 

第8条 規則第13条の規定による実績報告は、定住促進事業補助金実績報告書(様式第6号)

に次の表に掲げる区分に応じた書類を添付して、市長に提出しなければならない。 

区分 提出期限 添付書類 

家賃補助 前期分(4月分から9月分ま

で) 9月末日まで 

後期分(10月分から3月分ま

で) 3月末日まで 

(1) 家賃の支払を証明する書類 

(2) 世帯員の住民票の写し(後期分

のみ)  

住宅取得補助 

 

対象住宅の取得が完了し、居

住を開始した日から起算し

て1月を経過する日又は交付

申請を行った年度の3月31日

のいずれか早い日まで 

(1) 世帯員の住民票の写し 

(2) 請負契約又は売買契約に係る領

収書の写し 

(3) 対象住宅の写真(周囲の状況の

わかるもの) 

(4) その他市長が必要と認める書類 

住宅取得補助 

(市内事業者) 

対象住宅の取得が完了した

日から起算して1月を経過す

る日又は交付申請を行った

年度の3月31日のいずれか早

い日まで 

(1) 売買契約に係る領収書の写し 

(2) 対象住宅の写真(周囲の状況の

わかるもの) 

(3) その他市長が必要と認める書類 



(補助金の返還等) 

第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定

の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 住民登録の日から3年以内に市外に転出又は居住の実態がないことを確認したとき。 

(2) 住宅の取得をした日から3年以内に、その住宅を売却し、又は貸与したとき。 

(3) 市税等を滞納したとき。 

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けたとき。 

(5) 補助金の申請に関し、偽りその他不正の行為があったとき。 

(6) 賃貸借契約を解除したとき。 

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が相当の理由があると認めるとき。 

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の内容の全部又は一部を取り消した場合に

おいて、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずるこ

とができる。 

(調査) 

第10条 市長は、必要があると認めたときは申請者若しくは交付決定者に対し報告を求め、

又は調査を行うことができる。 

(その他) 

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は平成28年4月1日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表(第3条関係) 

補助対象者 要件等 補助対象経費 補助金の額、限度額 

空き家バン

クに登録さ

れた住宅を

購入、又は借

り上げた者 

本市に居住している者又は

転入を予定している者であり、

次の各号のいずれにも該当す

る者。ただし、事業所の人事異

動等により本市に定住しない

ことが明らかであると市長が

認めた者は、補助金の交付対象

としない。 

(1) 自ら居住の用に供するた

めに住宅を使用すること。 

(2) 生活保護法による保護を

受けていないこと。 

(3) 入居後3年以上本市に居

住する意思があること。 

(4) 公務員でないこと。 

(5) 市税等を滞納していない

こと(前居住地を含む。)。 

住宅の購入費 

 

 

 

購入費の2分の1に相当

する額(1,000円未満

端数切捨て)とし、100

万円を上限に1回限り

とする。 

住宅の1月当た 

りの家賃 

 

家賃から住宅手当等を

控除した額の2分の1

に相当する額(1,000

円未満端数切捨て)と

し、2万円を上限とす

る。 

 

空き家バン

クに登録さ

れた住宅を

購入した市

内事業者 

市内事業者であり、次の各号

のいずれにも該当する者 

(1) 自ら事業の用に供するた

めに住宅を使用すること。 

(2) 市税等を滞納していない

こと。 

住宅の購入費 

 

購入費の2分の1に相当

する額(1,000円未満端

数切捨て)とし、100万

円を上限に1回限りと

する。 

新築住宅を

取得したUタ

ーン者、Jタ

ーン者及びI

ターン者 

 次の要件を全て満たす者 

(1) 自ら居住の用に供するた

めに住宅を使用すること。 

(2) 生活保護法による保護を

受けていないこと。 

(3) 入居後3年以上本市に居

住する意思があること。 

(4) 公務員でないこと。 

(5) 市税等を滞納していない

こと(前居住地を含む。)。 

(6) 本市へ住民登録をする直

前に市外に1年以上住民登録 

していた者 

新築住宅の取

得費又は購入

費 

取得費又は購入費の2

分の1に相当する額

(1,000円未満端数切捨

て)とし、100万円を上

限に1回限りとする。 



(7) 住民登録をした又はする

予定のUターン者、Jターン

者、Iターン者のうち、住民

登録をした日から6月を経過

しない者 

(8) 市内施行業者を利用し、

取得した住宅であること。 

 

 


